
 住所変更について（お知らせ）

当健康保険組合では、被保険者様の住所に直接お送りする文書等があるため、

被保険者および被扶養者（非同居含む）の住所を登録しております。

この度、住所変更の届出がメールでも受付できるようになりましたので、

下記のアドレスをぜひご活用ください。

なお、引続き「健康保険 被保険者・被扶養者 住所変更届」やお電話（口頭）

でも対応しておりますので、届出にご協力をお願いいたします。

【大阪金属問屋健康保険組合 業務課：メールアドレス】

qfu@kinzokukenpo.jp
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＊上記のアドレスは、住所変更のみ受付けいたします。

＊下記の方法を参考にお送りください。

令和４年６月

届書に必要事項を入力し、業務課

メールアドレスに添付 → 送信

※その際には必ずパスワードを設定し、

別途、パスワードをお知らせください。




